
令和３年８月２５日

新型コロナウイルス感染症に係る緊急対策【第２１弾】

１．ワクチン接種体制の充実・強化 １３億６３百万円

・ 対象年齢の引下げに伴う１２歳以上の全対象者への接種体制の整備や接種証明書の発行等

２．検査体制と医療提供体制の維持 ３億６０百万円

・ 今後の感染拡大に備えた、ＰＣＲ検査体制や感染者の入院医療費の確保

３．社会福祉施設等における感染拡大防止対策への支援 １億９９百万円

・ 介護施設等における簡易陰圧装置の設置やゾーニング環境の整備に対する助成

４．ウイルス変異株の監視体制の強化 ４百万円

・ 環境総合センターにおけるウイルスのゲノム解析が可能な次世代シークエンサーの導入

５．孤独・孤立で不安を抱える女性への支援 ４百万円

・ 不安を抱える女性の実態把握や相談支援、居場所づくり等

６．安心して飲食店等を利用できる環境の整備 ２３百万円

・ 市内飲食店等に対する県の感染防止対策認証制度の周知や申請勧奨等

７．保育の質の向上に向けたＩＣＴ環境の整備 ２２百万円

・ 公立保育所におけるＩＣＴ機器や保育業務支援システムの導入等

８．障がい福祉分野の生産性向上等に向けたＩＣＴ化への支援 ６百万円

・ 障がい福祉サービス事業所等におけるＩＣＴ機器等の導入に対する助成

９．介護業務の負担軽減等に向けたロボット技術の活用支援 １百万円

・ 障がい福祉サービス事業所等における介護補助機器の導入に対する助成

（※）上記対策のほか、コロナ禍の影響を受けた法人等に対する過年度に徴収した市税の還付金に係る補正予算（２億２０百万円）を計上。


